
第３８回公開メンバーズトーク

１０月２７日（火） １９：００～１９：３０ 入場無料

（https://us02web.zoom.us/j/81381310816　　ミーティングID：813 8131 0816） 

テーマ　「意匠法改正ー建築物が意匠権の対象に」

　　　　　　　

講師 尾谷　恒治　（弁護士）

早稲田リーガルコモンズ法律事務所

JIA千代田地域会会員

　　　　　

JIA千代田地域会第３８回公開メンバーズトークは、尾谷恒治さんにお願いしました。

尾谷さんは、法律の専門家でありながら、建築の保存問題にも関心を持たれ、永らく千代田地域会にも

参加されておられます。5月のWEBによる地域会例会で、改正意匠法のポイントを説明して頂きましたが、

今回は、より多面的に解説して頂き、建築設計行為への影響について議論を深めたいと思います。

JIAおよび建築界全体の問題として、理解を広めるために、多くの方々のご参加を期待します。

（下記リンクよりお入りください）

https://us02web.zoom.us/j/81381310816 ミーティングID: 813 8131 0816 

※ 今回はパスワードはありません

主催　JIA千代田地域会　　担当：中山　信二(nakayama@archinaka.com)、大橋　智子、桐原　武志

公益社団法人　日本建築家協会
JIA千代田地域会

WEB開催　Zoom

今年４月 改正意匠法 施行

不動産である建築物も対象

デザインの自由を制限 ・・・

https://us02web.zoom.us/j/81381310816

